
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

患者さんと適合した学生ドナーの方向けに「ドナー公欠制度」を推進しています。コーディネート

の過程で入通院のため授業を欠席する場合、学校側が「公欠」と認める制度です。適合した学生ド

ナーの方が安心してコーディネートを進めるための「学生向けドナー休暇制度」であり、このほど導

入校を紹介するページを開設しました。「ドナー休暇制度」のサイトもリニューアルしましたので 

併せてご覧ください。 

www.jmdp.or.jp/donation/donorsupport/studentleave.html 

◇問い合わせ先 広報渉外部 ドナー公欠制度担当 03-5280-8111 

 

2021 年 12 月 15 日 

発行：（公財）日本骨髄バンク 

03-5280-8111（平日 9 時～17 時 30 分） 

日本骨髄バンクの現状（2021 年 11 月末現在） 

 
■11月年代別ドナー登録者(現在数) 

10代      2,920人 
20代    84,745人 
30代     136,732人 
40代    221,921人 
50代     91,845人 

■20歳未満の登録者 319人 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 10月 11月 現在数 累計数 

ドナー登録者数 2,984 3,254 538,163 877,299 

患者登録者数 196 216 1,714 63,138 

移 植 例 数 97 [28] 104[22］ － 26,122[1,425] 

※[ ]内は末梢血幹細胞移植の実施数（国際間含む） 

■区分別ドナー登録者数：献血ルーム 1029人、献血併行型集団登録会 2,121人、集団登録会 49人、その他 55人 

■末梢血幹細胞移植累計数：1,378 件(国内ドナー⇒国内患者、2021年 11月末時点） 

注）数値は速報値のため訂正する場合があります。 

２ 品川女子学院の高 2 生から寄付 

 

品川女子学院（東京都品川区北品川）作画部の高 2 生の皆さんが骨髄バンク中央

事務局を訪れ、文化祭で販売したオリジナル作品の売上金をご寄付してくださいま

した。お手製の募金箱など心温まるクリスマスプレゼントをいただきました。同校

からは 2019 年以降ご寄付を毎年頂戴しており、感謝申し 

上げます。 

◇問い合わせ先 広報渉外部 学生寄付担当  

03-5280-8111（平日 9 時～17 時 30 分） 

                

３ 「ドナー公欠制度」の WEB サイトを開設 

１ 

 

都道府県骨髄バンク担当者会議に 45 都道府県が参加 

 

1 

 

 

都道府県骨髄バンク担当者会議を 11 月 26 日（金）に WEB 開催し、45 都道府県から担当者が参加

しました。小寺良尚当法人理事長、厚労省の木庭愛（こば あい）移植医療対策推進室長の挨拶に続

き「骨髄バンクの現状と課題」「若年層ドナー登録の推進」など各テーマに沿って担当職員が説明し

ました。地域のドナー登録活動の要となる骨髄バンク推進連絡協議会（以下、協議会という）を今年

度設置した群馬県から事例報告がありました。現在、34 都府県で協議会が設置されています。都道府

県骨髄バンク担当者会議は今回で 4 回目となり、2022 年にも開催する予定です。 

 

 

http://www.jmdp.or.jp/donation/donorsupport/studentleave.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 非血縁者間末梢血幹細胞採取施設の新規認定 

2021 年 12 月 15 日 

発行：（公財）日本骨髄バンク 

03-5280-8111（平日 9 時～17 時 30 分） 
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７ 年末年始休業のご案内 

12 月 29 日（水）から 2022 年 1 月 3 日（月）まで休業致します。年内は 12 月 28 日（火）17 時 30

分まで、新年は 1 月 4 日（火）9 時から業務を開始します。 

 ５ 「ドナー助成制度」兵庫県が全市町への助成を開始 

兵庫県が「骨髄バンクを通じて骨髄または末梢血幹細胞を提供したドナーのための助成制度」を導入

している県内全市町に対して、助成金の半額を補助する制度を開始しました。支給日数の上限を「7

日」とする自治体が多い中、同県は「10 日」としています（2021 年 4 月から）。同県の導入市町数は

13 で、さらに複数の市が 2022 年度からの導入を計画しています。本制度は 28 都府県で導入されてい

ます。 

 

下記の自治体で「ドナー助成制度」が導入されました。全国の 799 自治体で導入済みです。助成制度

の内容は各自治体によって異なりますので、直接お問い合わせください。当法人ホームページに問い合

わせ先一覧を掲載しています。 

www.jmdp.or.jp/donation/donorsupport/donorleave.html 

 

〇横浜町、東通村（青森県）          〇大仙市（秋田県で初導入）  

〇朝来市、豊岡市、養父市、宍栗市（兵庫県）  〇府中市（広島県）        

◇問い合わせ先 広報渉外部 ドナー助成制度担当 03-5280-8111 

非血縁者間末梢血幹細胞採取施設として、以下の 1 施設が新たに認定されました。同認定施設は 129

施設となりました。 

〇福井大学医学部附属病院 

ホームページでもご覧いただけます。  www.jmdp.or.jp/hospitals/view2/ 

 

４ 東京法務局で「遺贈パンフ」紹介 

遺贈を検討する方向けに「遺贈パンフレット」を本年 3 月に制作しまし 

た。「自筆証書遺言書保管制度」の参考資料として、法務省のホームペー 

ジに掲載されており、遺言書保管所がある東京、神奈川、千葉、埼玉の各 

法務局でも配布中です。11 月より東京法務局エントランス(千代田区九段 

南)に設置されているデジタルサイネージに表示されています。 

遺贈に関するパンフレットは以下の URL で閲覧、ダウンロードできま 

す。適宜ご活用ください。 

www.jmdp.or.jp/documents/file/99_other/izou_webpamph.pdf 

◇問い合わせ先 広報渉外部 遺贈担当 0120-377-465 
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